
年金 

介護医療 

一般 
旧制度適用契約の

控除額が4万円以上

か 

旧制度適用契約の

控除額が4万円以上

か 

5万円を限度に旧制度

適用契約の控除額のみ

で控除する 

4万円を限度に旧制度

適用契約と新制度適

用契約の合計控除額

はい 

はい 

いいえ 

5万円を限度に旧制度

適用契約の控除額のみ

で控除する 

4万円を限度に旧制度

適用契約と新制度適

用契約の合計控除額

いいえ 

4万円を限度に新制度

適用契約の控除額で

控除する 

控除区分ごとの控除額の判定 全体控除額の判定 

 ・一般 

 ・年金 

 ・介護医療 

  

 の控除額を計算し、 

 全体の控除額とする。 

   

 ただし、12万円が適用限度額。 
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